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く
、
企
業
レ
ベ
ル
の

幹
部
交
渉
に
.任
せ
ら
れ
て
い
る
こ
上
と

無
関
係
で
は
な

% o IV最
後
に
、
交
渉
過
程
に
お
け
る
側
面
に
目
を
移
そ
う
。
賃
金
交
渉
過
程
に
お 

い
て
比
較
行
動
が
強
ま
り
交
渉
主
体
で
あ
る
経
営
側
、
あ
る
い
は
労
働
側
で
の
‘
 

相
互
関
係
が
高
度
に
緊
密
化
す
れ
ば
、
彼
等
は
単
な
る
比
較
を
こ
え
て
各
々
他 

社
や
、

他
組
合
と
の
間
に
相
互
速
絡
、

交
渉
戦
術
調
整
な
ど
の
積
極
的
行
動 

.
に
出
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

こ
れ
を
労

♦
使
そ
れ
ぞ
れ
の

"相
互
作
用

" 

(inter-acticn)

と
総
称
す
れ
ば
、
果
し
て
ど
れ
だ
け
の
労
ま
た
は
使
が
相
互
作 

用
関
係
の
下
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
表

11
は
相
互
作
用
の
あ
っ
た
も
の
の
割
合

. 

を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
交
渉
主
体
の
四
割
乃
至
五
割
に
お
よ
ぶ
多
数 

が
相
互
作
用
と
い
う
最
も
強
度
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な 

る
。
，交
渉
開
始
前
の
準
備
段
階
と
交
渉
妥
結
直
前
の
最
終
段
階
に
分
け
、

一
歩 

立
ち
入
っ
て
内
訳
を
見
る
と
前
段
で
は
会
社
の
四
割
強
、
組
合
の
四
割
弱
が
相 

互
作
用
を
し
て
い
る
が
、
後
段
に
至
る
と
会
社
は
や
や
減
少
し
て
四
割
弱
と
な 

る
の
に
く
ら
べ
、

組
合
は
五
割
以
上
に
増
大
す
る
。

こ
の
差
異
は
後
掲
表
17
■
 

.

(

本
誌
次
号
^
:稿
掲
載)

の
相
互
作
用
内
容
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
会
社
側
は 

情
報
交
換
な
ど
の
予
備
的
、
準
備
的
相
互
速
絡
は
殆
ど
す
ベ
て
が
こ
れ
を
行
う 

け
れ
ど
も
、
回
答
に
関
す
る
統
一
雄
；準
設
定
な
ど
の
相
互
調
整
は
比
較
的
少
い

七
〇

(

六
九
八)

の
に
対
し
て
、
組
合
側
は
交
渉
集
約
に
至
る
ま
で
要
求
額
の
最
低
基
準
を
統
一 

的
に
保
ち
つ
づ
け
る

と
い
っ
た
両
者
の
行
動
の
機
能
上
の
相
違
に
も
と
づ
く

も 

の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
ょ
ぅ
な
観
察
事
実
に
ょ
っ
て
、
賃
金
波
及
現
象
の
基
礎
に
相
互
比
較 

行
動
と

比
較
関
係
の
網
の
目
を
考
え
る
、
わ
れ
わ
れ
の
理
論
仮
説
を
そ
の
根
底 

に
お
い
て
支
え
る
莶
本
前
提
が
、わ
が
国
の
賃
金
交
渉
と
労
•使
の
行
動
の
実
態 

に
照
ら
し
て
充
分
に
妥
^
!性
の
あ
る
こ
と
が
明
.ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
前
提
と
は
企
業
別
賃
金
交
渉
制
度
下
に
お
け
る
次
の
ニ
点
で
あ
る
*

一
 

つ
は
労

•使
の
行
動
の
類
同
性
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
賃
金
決
定
に
お
け
る
相 

互
比
較

•
作
用
行
動
の
一
般
ぎ
と
蜇
要
性
で
あ
っ
た
。
こ
の
ニ
つ
の
^
実
に
も 

と
づ
き
、
わ
れ
わ
れ
は
経
営
と
労
働
の
各
々
の
側
に
展
開
さ
れ
る
二
重
の
比
較 

関
係
の
網
の
目
の
構
造
を
追
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
作
業
は
、
労
、
使
各 

主
体
の
類
縁
関
係
を
規
定
し
て
く
る
諸
基
準
、
も
し
く
は
諸
速
関
を
分
析
の
手 

が
か
り
と
し
、
こ
れ
ら
め
連
関
の
複
合
作
用
が
相
互
比
較
関
係
->

波
及
関
係
の 

領
域
を
い
か
に
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る

か
を
分
析
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い 

る
。
次
節
以
下
で
そ
れ
を
行
ぅ
。
.

(

以
下
次
号)

.

学

界

展

望

西
ド
ィ
ツ
に
お
け
る

都
市
発
生
の
段
階
規
定
論
争
±)

——

C
 •

ハー

ゼ

「

ヴ
エ
ス
ト
フ
ァ

I
レ
ン

諸
都
市
の
発
生」

を
め
ぐ
っ
て

寺

尾

誠

私
は
先

に

「

社
会
経
済
史
学

」

卄
九
卷
二
号
に

「

ド
ィ
ッ
に
お
け
る
中
世
後 

期
の
農
村
都
市
研
究
動
向」

と
題
す
る
学
界
展
望
を
書
い
た
。

そ
の
中
で
最
近 

朽

£
さ
れ
る

法
如

51
的
设
究
の
一
つ
と
し
て

H 
•
シ
ュ
ト

^
プ̂
の
論
文

「

半
^
 

市

M
i
n
d
e
r
s
t
l
e
——

後
期
中
世
の
都
市
発
生
の
諸
形
態」

を
紹
介
し
た)

。
 

こ
の
論
文
で
シ
ュ
ト
ー
プ
は

、

中
世
ド
ィ
ッ
の
都
市
発
生
の
諸
段
階
を
次
の

四 

段
階
と
し
て
い
る
。

A

十
一
、
十
二
世
紀
の
親
都
市Mutterstadt

の
発
生
。
こ
れ
ら
の
都
市
は 

元
来
都
市
領
主
の
飽
そ
の
他
と
商
人
定
住
と
い
ぅ
一
一
つ
の
定
住
核
か
ら
成
っ 

て
い
た
が
、
十
'—
.一

)

世
紀
中
に
は
統
一
し
た
都
市
共
同
体
と
な
り
、

中
世
都
市 

の
規
範
と
な
，
つ
た
。

学

界

展

望

B

十
二
世
紀
に
始
ま
る
大
建
設
都
市GroBe Griindungsstadt

の
発
生
。

こ
の
強
力
な
都
市
共
同
体
は
、
沿
主
と
商
人
の
協
働
の
産
物
で
k
M
。

C

領
邦
諸
侯
に
ょ
り
十
三
世
紀
に
本
格
的
に
建
設
さ
れ
た
小
都
市
の
発
生
。

こ
れ
ら
の

都
市
は
、
城
砦
を
中
心
と
す
る
ラ
ン
デ
ス
へ
ル
の
行
攻
の
拠
点
で

あ
り
、
同
時
に
近
隣
市
場N

a
h
m
a
r
k
t

が

開

設

さ

^

^

。

D

こ
の
段
階
は
次
の
四
つ
の
類
型
の
諸
都
市
が
並
行
し
て
発
生
す
る
。

⑴

小
都
市
の
継
続
的
発
生
。
こ
れ
は
領
邦
分
裂
の
激
し
い
地
域
に
み
ら 

れ
、
都
市
領
主
の
介
へ
ひ
の
下
に
極
め
て
戯
画
化
し
、
制
限
さ
れ
た
都
市
共 

同
体
し
か
実
現
し
な
い)

。

⑵

い
j

)

ろ
の
原
因
で
建
設
又
は
発
生
し
た
発
育
不
全
型
都
市K

U
m

丨
 

morstadt
。

⑶

半
都
市Minderstadt.

の
発
生
。
こ
れ
は
実
質
的
に
は
都
市
法
な
ど 

都
市
と
し
て
の
実
質
を
も
つ
が
、
特
許
状
で
はWeichbild, FYeiheit, 

へ

T.a)l, M
a
r
k
t

等
都
市S

t
a
d
t

と
は
区
別
さ
れ
た
称
号
を
与
え
ら
れ
て
い 

る
。

⑷

農
村
同
様
の
定
住
形
態
を
も
つ
市
場
町F

l
e
c
k
s
o
.

^ ?)

と
こ
ろ
で
シ
ユ

ト
ー
プ
は
以
上
の
段
階
規
矩
を
西
南
ド
イ
ツ
か
ら

衆
欧
の
植 

民
地
域
に
妥
当
す
る
も
の
と

し
て
い
る
。
し
か
し

都
市
発
生
の
諸
段
階
が
、
同 

じ
ド
イ
ツ
で
も
、

夫
々
の
地
域
に
ょ
っ
て
多
様
で
あ
る
こ
と
は
三

|«
学
会
誌
五 

十
六
卷
三
号
の
拙
稿「

近
代
初
頭
中
部
ド
イ
ツ
の

農
村
都
市
、
市
場
町
に
つ
い 

て
㈠」

掲
載
の
第
一
、
第
二
、
第
三
、
第
四
表
に
お
い
て
、
確
認
し
ぅ

?>
9)

。

か
か
る
都
市
発
生
段
階
の
地
域
的
特
殊
性
を
、
具
体
的
に
ヴH

ス
ト
フ
ァ
ー 

レ
ン
州
に
限
定
し
て
、
検
証
し
た
の
が
、

C •

ハ
ー
ゼ
の
研
究
で
あ
る
。
本
研

七

一

(

六
九
九)



究
は
、「

ヴ
，エ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
立
地
方
誌
及
び
民
族
誌
研
究
所」

の
委
託 

で
著
者
が
行
っ
た
都
市
の
歴
史
地
図
の
解
題
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
1
ぴ
。
 

研
究
課
題
の
こ
う
し
た
特
殊
性
か
ら
、
著
者
は
未
公
刊
の
史
料
の
利
用
を
断
念 

し
、
公
刊
さ
れ
た
史
料
及
び
文
献
の
内
こ
の
研
究
に
重
要
と
思
わ
れ
る
も
吖
を 

選
択
的
に
研
究
し
た
。
特
に
近
世
に
つ
い
て
は
、「

ヴh

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の 

建
築
及
び
文
化
記

^
-物」
、「

ヴ
ヱ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
都
市
史
集
録」

、
ヴ
レ
ー
デ

に
よ
り
作
成
の
地
図「

千
八
百
一
年
.の
ヴ
ヱ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
諸
地
方

-

そ
の
政
治
的
編
制」

等
の
概
説
的
研
究
書
に
侬
存
し
て
い
へ
?)
1)

。

,

ま
ず
ハ
ー
ゼ
は
こ
れ
ま
で
の
都
市
史
の
研
究
史
を
ふ
り
か
え
り
、
都
市
概
念 

を
確
定
す
る
。
彼
は
、
こ
れ
ま
で
有
力
だ
っ
た
都
市
の
経
済
的
定
義
、
人
口
統 

計
的
定
義
、
地
理
学
的
定
義
、
法
制
的
定
義
等
を
検
討
し
、
結
局

E 
•
ヵ
ィ
ザ 

丨

の「

都
市
と
は
、
都
市
と
自
称
す
る
も
の
を
指
す」
と
い
う
定
義
を
次
の
よ 

う
へ
%)

変
形
す
る
。「

都
市
と
は
、
公
用
語
で
都
市
と
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で 

あ
る
。

」

経
済
的
定
義
に
従
う
と
中
世
都
市
は
商
業•

経
済
の
中
心
で
あ
.る
は
ず
だ 

が
、
実
際
に
多
く
の
中
小
都
市
は
、
村
落
的
で
あ
っ
て
都
市
の
概
念
に
含
み
え 

ぬ
。

一
矩
の
住
民
人
口
を
驻
準
と
す
る
人
口
統
計
的
定
義
が
不
適
当
な
こ
，と 

は
、
中
世
及
び
近
世
に
そ
の
迤
準
以
下
の
都
市
が
存
在
し
、
逆
に
そ
れ
以
上
の 

人
口
の
村
落
も
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
集
落
形
態
や
防
衛
設 

備
の
有
無
を
雄
準
と
す
る
地
理
学
的
定
義
や「

ラ
ン
ト
法」

に
対
す
る「

都
市 

法」

に
よ
り
都
市
の
実
質
と
考
え
る
法
制
的
定
義
も
、
い
^
-
れ
も
実
際
に
こ
れ 

か
ら
は
み
出
す
場
合
が
あ
り
、
結
局
妥
当
で
な
い
。

結
局
ハ
ー
ゼ
は
、
先
に
の
ベ
た
よ
う
な
、

ご
く
一
般
的
形
式
的
定
義
の
下

七
ニ 

S

O

O

)

に
、
各
時
代
毎
に
変
化
す
る
都
市
の
実
体
を
反
映
す
る
一
連
の
甚
準
を
考
え
る 

以
外
に
な
.い
と
考
え
る

。

例
え
ば
初
期
中
世
都
市
の
場
合
司
教
在
住
が
重
要
な 

意
味
を
も
ち
、
十
三
世
紀
に
は
防
衛
設
が
前
面
に
で
る
。

一
般
に
千
二
百
年 

頃

.の
都
市
概
念
が
、
.最
も
豊
富
な
内
容
を
含
ん
で
.い
る)

。

以
上
の
ょ
う
な
都
市
概
念
の
段
階
的
規
定
と
関
連
し
、

ハ
ー
ゼ
は
、
中
世
後 

期

(

十
四
世
紀
後
半
以
降)

都
市
と
農
村
の
間
の
中
間
的
集
落
と
し
て
半
都
市 

M
i
n
d
e
r
s
t
a
d
t

と
い
う
概
念
を
シ
ュ
ト
ー
プ
論
文
か
ら
採
用
す
る
。

ハ
ー
ビ
太 

こ
の
概
念
に
、
第
一
に
完
全
な
意
味
で
の
都
市
建
設
と
は
最
初
か
ら
区
別
さ
れ 

た
ょ
り
制
限
さ
れ
た
法
、
制
限
さ
れ
た
性
格
の
都
办

.
定
住
と
、
第
二
に
発
育 

不
全
の
諸
都
市
を
含
ま
せ
る
。
こ
れ
ら
は
、
都

市

(

完
全
都
市vollstadt)

と 

村

落

(

非
都
市Nidlt-stadt)

の
間
の
中
間
に
存
在
す
る
諸
集
落
で
^

^

。

_ 

さ
て
ハ
ー
ゼ
は
、
予
備
^
-察
に
お
い
て
も
う
一
つ
、
都
市
発
生
の
時
代
区
分 

の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
従
来
の

J
. ニ
ー
セ
ン
、

E
.
Hン
ネ
ン
、

H
* 

ロ
ー
テ
ル
ト
，

A 

•
.

ホ
フ
マ
ン
等
の
都
市
発
生
の
歴
史
地
図
で
は
、
い
ず
れ
も 

一
世
紀
又
は
半
世
紀
毎
に
機
械
的
に
区
分
さ
れ
て
い
び)

。
し
か
し
こ
れ
は
決
し 

て
歴
史
的
に
正
し
い
区
分
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
点
で
先
の
シ
ュ
ト
ー
プ
の
時 

代
区
分
は
従
来
の
.機
械
的
区
分
を
こ
え
た
画
期
的
な
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
こ 

こ
で
は
都
市
概
念
が
十
分
体
系
的
に
整
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
上
区
分
の
際 

に
量
的
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。
従
っ
て
ハ
ー
ゼ
は
、独
自
の
類
型
化
と
共
に
、
 

都
市
発
生
の
構
造
的

.質
的
変
化
を
考
慮
に
入
れ
て
時
代
区
分
を
行
う
。

ま
ず
第
一
に
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
都
市
に
つ
い
て
次
の
三
段
階
を
考
え
れ
。
 

o

初
期
中
世
の
都
市
領
主
に
束
縛
さ
れ
た
都
市
の
時
代
。
そ
の
都
市
は
、
衰 

退
し
つ
つ
あ
っ
た

古
代
！1

1
マ
都
市
像
と
北
欧
の
新
し
い
形
態
の
商
取
引
の

場
所
に
よ
り
つ
つ
成
立
し
て
行
く
。
発
展
の
原
動
力
は
経
済
で
あ
っ
た
。

⑵

，「

本
来」

の
都
市
の
時
代
。
そ
こ
で
は
法
、
地
形
、
用
語
の
三
点
に
お
い 

て
都
市
の
実
質
が
出
来
上
る
。
特
に
法
的
意
味
の
都
市
が
重
要
で
あ
る
。
こ 

の
時
代
は
ド
イ
ッ
で
は
、
大
体
千
二
百
年
頃
か
ら
始
ま
る
が
、
そ
の
後
地
域 

的
限
定
を
う
け
た
色
々
の
特
殊
な
類
型
が
登
場
し
つ
つ
、
フ
ラ
ン
.ス
革
命
の 

時
代
ま
で
続
く
。

⑶

新
し
い
国
家
行
政
準
位
と
し
て
の
都
市
の
時
代
。

ハ
ー
ゼ
は
、
こ
こ
で
ヴ
ヱ
ー
バ
ー
を
引
用
し
て
、
国
家
官
僚
制
の
発
展
と
公 

的
生
活
の
そ
の
下
へ
の
組
み
い
れ
に
伴
い
、
中
世
都
市
概
念
が
衰
滅
し
て
行 

く
と
い
う
。

さ
て
以
上
の
大
ま
か
な
質
的
時
代
区
分
を
、

ハ
ー
ゼ
は
、
さ
ら
に
ヴ
ヱ
ス
ト 

フ
ァ
ー
レ
ン
に
即
し
て
四
つ
の
大
区
分
と
そ
の
内
第
二
、
第
三
、
第
四
の
時
代 

に
つ
い
て
、
さ
ら
に
夫
々
三
つ
の
、
よ
り
細
か
な
小
区
分
を
行
う
。

'
7 ノ

A

千
百
八
十
年
迄
の
時
代
。

こ
の
時
代
に
発
生
し
た
六
都
市
は
、
い
ず
れ
も
司
教
居
住
地
.，
僧
院
又
は 

皇
帝
の
飽
等
の
既
存
の
定
住
に
よ
り
つ
つ
徐
々
に
五
十
へ
ク
タ
ー
ル
以
上
の 

面
積
に
自
生
的
に
拡
張
し
て
行
っ
た
都
市
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
ら
は
な
お
都 

市
領
主
の
影
響
下
に
あ
り
、
西
南
ド
イ
ッ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
で
十
二
世
紀
初 

頭
に
す
で
に
始
ま
っ
た
都
市
建
設
は
、
こ
の
地
方
で
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な 

L
-
oさ
ら
に
こ
れ
ら
の
都
市
は
、
ラ
イ
ン
河
か
ら
ド
ル
.
>ム
ン
ト
、
ゾ
ー
ス 

ト
、
パ~

ダ
ー
ボ
ル
ン
、

へ
ク
ス
ター

を
経
て
東
方
へ
向
う
、
い
わ
^
-
る
へ 

ル
ヴ
.

H.

1
ク
か
、
'ラ
イ
ン
河
か
ら
ド
ル
ト
.ム
_ン
ト
、；

、/、
ュ
シ
ス
タ
I
、
オ
ス

学

界

展

望

ナ
ー
プ
リ
ュ
ッ

ク
を
経
て
北
方
へ
と
向
ぅ

街
道
、

つ
ま
り
ニ
つ
の
当
時
一
級

の
遠
隔
地
商
業
路
に
そ
い
、
そ
れ
ぞ
れ
商
工
業
の
中
心
地
と
し
て
機
能
し
て

い
た
。
こ
れ
ら
の
都
市
の
経
済
的
重
要
性
は
、
こ
れ
ら
の
都
市
に
千
百
八
十

年
以
前
す
で
に
貨
幣
が
鋳
造
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。

都
市
防
衛
設
備
は
千
百
八
十
年
ま
で
に
か
な
り
整
え
ら
れ
て
い
た
様
子
だ

が
、
都
市
法
や
そ
れ
に
莲
く
制
度(

例
え
ば
市
参
事
会
の
機
構)
な
ど
は
、

十
三
世
紀
の
前
半
に
漸
く
実
現
す
る
。

.

こ
の
他
こ
の
時
代
に
都
市
に
類
似
の
集
落
五
つ
と
こ
れ
と
類
す
る
と
思
わ

れ
る
集
落
三
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
十
ニ
世
紀
末
現
在
^-
で
に
衰
退

の
方
向
に
向
っ
た
も
の
と
、
そ
れ
以
後
む
し
ろ
都
市
へ
と
発
展
し
て
行
く
も

の
を
含
む
。
そ
の
経
済
的
機
能
は
前
出
の
六
都
市
ほ
ど
活
発
で
は
な
い
。

B

千
百
八
十
年
か
ら
千
三
百
五
十
年
に
か
け
て
の
時
代
。

こ
の
時
代
は
、
そ
れ
ま
で
の
上
級
君
主
で
あ
る
ハ
ィ
ン
リ
ッ
ヒ
獅
子
公
が

死
亡
し
た
結
果
、
多
数
の
中
小
の
都
市
が
大
小
の
領
邦
権
力
の
手
に
よ
っ
て 

(

18)

建
設
さ
れ
た

.0

.

⑴

第

一

期(

千
百
八
十
^

千一

ー
百
四
十
§-)

こ
の
時
期
に
、
様
々
の
都
市
領
主
に
よ
り
今
日
の
大
中
の
都
市
が
計
画
的 

に
建
設
さ
れ
た
。
こ
の
時
代
の
諸
都
市
は
、

一
方
で
遠
隔
地
商
業
路
に
そ
い 

建
設
さ
れ
、
そ
れ
故
遠
隔
地
商
業
へ
も
参
加
す
る
と
共
に
、
他
方
で
よ
り
古 

い
大
都
市
や
よ
り
新
し
い
小
都
市
の
間
の
仲
介
商
業
地
と
し
て
地
方
商
業
に 

参
加
し
て
い
た
。
ま
た
都
市
手
工
業
や
純
粋
の
局
地
市
場N

a
h
m
a
r
k
t

も 

か
な
り
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
都
市
領
主
の
目
的
も
、■
か
か
る
商
工
業
中 

心
地
創
設
に
.よ
る
財
源
の
確
保
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

七

三

(

七
〇

一)



.
さ
て
こ
れ
ら
の
都
市
で
は
、防
衛
設
備
が
や
や
後
退
し
：、都
市
の
法
制
面
は 

整
，
さ

れ

た

力

市

参

斯

会R
a
t

と
陪
•
¥員
制

度sch^enverfassung 

が
な
お
地
方
に
よ
っ
て
は
並
存
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

⑵

第

二

期(
千
こ
百
四
十
年
丨
九

こ
の
時
代
に
は
領
邦
権
力
間
の
軍
事
的
紛
争
が
激
化
し
、
そ
こ
か
ら
敵
対 

す
る
権
力
間
の
境
界
地
域
に
軍
事
的
な
意
味
で
小
都
市
又
は
最
小
都
市 

Z
w
e
r
gstadt

が
建
設
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
都
市
は
概
し
て
交
通
条
件
が
余 

り
よ
く
な
く
農
耕
市
民
都
市

.
AckerbUrgerstadt

の
性
格
を
帯
び
る
。
 

市
場
関
係
も
、
遠
隔
地
商
業
と
の
直
接
の
関
連
は
ぅ
す
く
、
局
地
市
場
の
中 

心
地
と
い
ぅ
性
格
が
強
い
。
 

’
 

し
か
し
軍
斯
的
混
乱
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
農
村
手
工
業
者
が
、

保
護
を 

求
め
て
こ
れ
ら
の
諸
都
市
に
集
中
す
る
。
そ
こ
で
有
利
な
原
料
供
給
関
係
に 

恵
ま
れ
れ
ば
、
中
小
都
市
へ
の
製
品
供
給
趣
地
と
し
て
地
方
市
場
さ
ら
に
は 

遠
隔
地
市
場
に
も
つ
ら
な
る
こ
と
と

な
る
。

^
w
w
ff
i
要
M
か
ら
こ
れ
ら
の
都
市
は
、

一
種
の
要
塞
都
市
の
性
格
を 

带
び
、
市
参
_
会
と
陪
骓
員
制
度
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
整
理
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

⑶

第

三

期(

千
ニ
西
九
十
年
丨
千
三
百
五
十
ハ
$ 2

こ
の
時
代
に
は
、

一

方
で
前
期
の
小
都
市
又
は
最
小
都
市
の
建
設
が
続
行 

さ
れ
た
が
、
他
方
で 

Freiheit, Wigbold, villa nova, 

villa libera

等 

の
称
号
で
よ
ば
れ
る
都
市
的
定
住
が
大
量
に
発
生
し
て
く
る
。
こ
の
定
住 

は
、
都

市S
t
a
d
t

の
称
号
で
は
よ
ば
れ
な
い
が
、

同
時
に
村
落
共
同
体 

L
a
n
d
g
e
m
e
i
n
d
e

と
も
区
別
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
こ
れ
ら
の
定
住
は
、
h

七

四

(

七
〇
ニ)

都
市
同
様
交
通
条
件
は
余
り
有
利
で
は
な
い

が
、
防
衛
設
備

中
心
の
小
都
市 

と

比

較

し

む

し

ろ
一
定
の
局
地
市
場
の
機
能
を
も

.
っ

て

お

り

、

そ

の

点
で 

小
都
市
を
凌
駕
す
る
も
の
さ
え
あ
っ
た
と
い
ぅ
。

防
衛
設
備
もj

部
の
定
住 

は
そ
な
え
て

お
り
、
都
市
法
や

市
参
事
会
又
は
陪
藩
員
制

度

が

与

え

ら

れ

、
 

こ
れ
ら
の
都
市
的
特
徴
は
都
市S

t
a
d
t

の
独
占
物
で
.は

な
く
な
っ
て

し
ま

っ
た
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
定
住
は
、
こ
れ
ら
の
都
市

的
特
徴
を
全
て
そ
な
え
て

い 

る
と
.は
限
ら
ず
、
巢
落
形
か
ら
み
る
と
村
落
で
あ
り
、
領
邦
諸
侯
の
都
市 

政
策
と

も
関
連
し
て
、
都
市
と
区
別
さ
れ
、
先
に
あ
げ
た
様
々

办
称
号
を
与 

え
ら
れ
る
.の
で
あ
る
。
都
市
と
村
落
の
間
の
か
か
る
中
間
的
集
落
を
半
都
市 

Minderstadt

と
よ
ぶ
。
こ
の
半
都
市
の
中
に
は
、
領
邦
諸
侯
の
イ
ニ
シ
ャ 

テ
ィ
ブ
に
よ
る
も
の
と
共
に
、
開
墾
の
結
果
新
し
く
発
生
し
た
住
禺
の
イ
ニ 

シ
ャ

テ

イ
ブ
に
よ
る
も
の
が
あ
り
、

さ
ら
に
次
の
時
代
に
都
市
へ
と
発
展
す 

る
も
の
も
少
く
な
い
。

.

C
、
千
三
百
五
十
年
か
ら
千
八
百
三
年
に
か
け
て
の
時
代
。

こ
の
時
代
は
、
四
百
五
十
年
も
の
長
い
年
月
に
比
較
し
、
新
し
い
都
市
発 

生
が
少
い
。
し
か
し
都
市
や
半
都
市
の
中
に
は
、
.
近
代
的
工
業
集
落
の
先
駆 

的
形
態
が
す
で
に
出
現
し
て
く
gる
。
 

o

第

一

期(

千
三
百
五
.十
^

千

五

瓦

一

一

十

年

)
こ
の
時
期
に
発
生
の
都
市
の
中
に
は
、
前
の
時
期
に
半
都
市
と
し
て
出
現 

し
た
も
の
が
、
防
衛
設
備
又
は
都
市
法
な
ど
の
賦
与
に
よ
っ
て
、
或
は
単
な 

る
呼
称
の
変
更
に
よ
っ
て
都
市
へ
と
上
昇
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。

こ
の
時 

期
の
一
つ
の
特
徴
は
、
古
典
的
都
市
の
概
念
の
衰
微
の
傾
向
で
あ
っ
て
、

発

坐
す
る
都
市
は
、
防
衛
設
備
、
市
場
機
能
、
自
治
制
度
等
の
点
で
、
む
し
ろ 

半
都
市
に
接
近
す
る
も
の
が
多
く
な
る
。

同
時
に
半
都
市
も
、
都
市
的
実
質
を
そ
な
え
た
も
の
と
共
に
、
最
低
の
都 

市
的
性
格
と
称
号
の
点
で
の
み
村
落
と
区
別
さ
れ
る
も
の
が
ふ
え
て
く
る
。

し
か
し
都
市
、
半
都
市
を
問
わ
ず
、
近
代
的
工
業
集
落
に
つ
ら
な
る
一
群 

の
都
市
的
宠
住
が
う
ま
れ
て
き
た
の
も
、
こ
の
時
期
な
の
で
あ
る
。
勿
論
ジ 

1
カ
^

~

ラ
ン
ト
ケ
ル
ン

IT7
教
r
の
ゥ
ェ
ス
ト
フ
ァ
^

—

レ
ン
、

マ
ル
ク
伯
領

で
は
、
古
く
か
ら
多
様
な
遠
隔
地
商
業
に
支
え
ら
れ
て
、
鉱
山
業
及
び
金
属 

J
業
が
発
展
し
て

L
た

こ
の
内
鉱

II
業
は
都
市
発
生
に
決
定
的
な
意
味
を 

も
た
な
か
っ
た
が
、
エ
業
の
方
は
ブ
レ
ッ
カ
ー
フH

ル
ト
、
プ
レ
ッ
テ
ン
べ 

ル
ク
等
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
都
市
又
は
防
衛
設
備
を
も
つ
半
都
市
の
発
生 

に
決
定
的
で
あ

っ
た
i
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
集
落
の
条
件
に
よ 

る
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
防
衛
設
備
の
な
い
、
従
っ
て
都
市
と
は
異
っ 

た
集
落
形
態
で
、
し
か
も
お
そ
ら
く
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
工
業
集
落
が 

発
展
す
る
こ
の
種
の
集
落
は
、
半
都
市
つ
ま
り

J
p
y
Q
^
g

s-
-
と
よ
ば
れ
、
 

中
世
都
市
や
そ
れ
ま
で
の
古
い
型
の
半
都
市
と
は
興
な
る
。
こ
れ
こ
そ
十
九 

此
紀
に
多
く
発
生
し
た
近
代
エ
業
集
落
の
始
ま
り
で
あ
り
、
.マ
ル
ク
伯
領
の 

釗
金
工
業
の
中
心
地
ア
ル
テ
ナ

こ
そ
そ
の
最
初
の
定
住
で
あ
る
。

そ
れ
故
こ
の
よ
う
な
定
住
の
発
生
す
る
こ
の
時
期
は
、
十
八
世
紀
末
ま
で 

続
く
中
世
都
市
衰
退
の
開
始
■期
と
い
え
よ
う
。

⑵

第

一

一

期

(

千

五

百

一

一

十

年

丨

千

六

百

四

十

八

^
}

こ
の
時
期
に
は
、
若
干
の
■毕
都
市
か
ら
の
上
昇
都
市
を
除
く
と
、
新
し
く 

都
市
と
し
て

発
生
す
る
都
市
は
見
当
ら
ず
、
半
都
市
の
発
生
数
も
前
時
期
に 

学

界

展

望

比
べ
減
少
し
た
。
こ
れ
ら
の
半
都
市
の
若
干
は
、
村
落
が
特
権
を
与
え
ら
れ 

て
勺reihei

け
又
はW
i
g
b
o
l
d

に
上
昇
し
た
も
の
で
、

一
般
村
落
と
の
区 

別
が
.余
り
な
い
。
こ
の
時
期
は
、
中
世
的
制
度
と
近
代
的
制
度
の
格
闘
と
そ 

れ
に
伴
う
都
市
発
生
の
休
止
期
と
い
え
ょ
う
。

'⑶

第

三

期(

千
六
百
四
十
八

■̂丨
千
八
百
三
年)

こ
の
時
期
に
は
有
力
領
邦
国
家
の
政
治
権
力
が
強
化
さ
れ
、
民
祺
関
係
と 

.

.

.

.

.
軍

事

関

係

の

財

政

を

統

轄

す

る

綜
合
上
級
財
務=

軍
事

H
直
営
地
監
督
局 

General-ober-fnanz-kriegs-mid 

d
o
m

tt>:nen-direktorium 

が
整
備
さ
れ 

る
。
そ
れ
と
共
に
、間
接
税
収
入
壻
大
と
都
市
と
農
村
の
間
に
区
別
を
設
け
て 

農
村
で
の
商
工
業
を
制
限
す
る
と
い
う
政
策
の
た
め
に
、
商
工
業
の
発
展
せ 

る
村
落
及
び
半
都
市
を
新
た
に
都
市
に
上
昇
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
の
都
市
は
、
 

「

間
接
税
都
市」

A
k
z
i
s
e
s
t
a
d
t

と
ょ
ば
れ
る
。

こ
れ
ら
の
都
市
は
、
中
世
都
市
的
な
防
衛
設
備
や
制
度
を
も
た
ず
、
商
工 

業
を
^
盤
と
し
た 
一■定
の
市
場
機
能
を
も
っ
て
い
る
。

D
、
千
八
百
三
年
か
ら
千
九
百
五
十
年
に
か
け
て
の
時
代
。

こ
の
時
代
の
前
半
に
中
世
封
建
制
は
解
体
し
、
近
代
国
家
の
体
制
整
備
の 

下
に
、

一
方
で
半
都
市
が
都
市
と
農
村
に
分
解
し
、
さ
ら
に
都
市
の
中
に
独 

自
の
行
政
地
域
を
も
つ
独
立
行
政
地
域
都
市Kreisfreie S

t
a
d
t

と
、

一
 

般
の
行
政
地
域
に
従
属
す
る
一
般
行
政
地
域
所
属
都
市K

r
e
i
s
s
t
a
d
t

の
ニ 

つ
の
種
類
が
う
ま
れ
る
。

.

他
方
営
業
の
自

Ft
l
そ
の
他
の
改
革
で
農
村
と
都
市
と
の
間
の
区
別
.は
な
く 

な
り
、
古
い
中
世
的
都
市
の
特
権
は
廃
止
さ
れ
て
行
っ1

一 

⑴

第

一

期(

千
八
百
三
年
丨
千
八
百
七
十 
一
£ L

七
五 

s

Q

e



こ
の
時
期
に
は
、

都
市
条
例S

t
l
d
t
e
o
r
d
m
m
g

と

村
落
共
同
体
条
例 

Landgemeindeordnung

の
発
布
に
伴
い
、
次
の
四
種
類
の
都
市
に
苒
編 

さ
れ
る
。

S

独
立
行
政
地
域
都
市(

都
市
条
例
に
よ
る)

。

ヴH

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
で 

は
、
ミ

ュ
ン
ス
タ
一
の
み
。

3

一
般
行
政
地
域
所
屈
都
市(

都
市
条
例
に
よ
る)

。

H

都

市(

村
落
共
同
体
条
例
に
よ
る)

。

㈡

平

都

市(

村
落
共
同
体
条
例
に
よ
る)

。

こ
の
時
期
に
は
、
十
九
世
紀
的
な
新
し
い
都
市
の
発
生
が
、
若
干
み
ら
れ 

る
一
方
、
依
然
と
し
•て

古

い

都

市

又

は

半

都

市

の

遺

制

も

残

存

す

る

.0
村

落
 

共
同
体
条
例
に
よ
っ
て
行
政
さ
れ
る
都
市
や
半
都
市
は
、

一
般
の
村
落
と
の_ 

制
度
的
区
別
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
こ
れ
ら
は
、
自
称
都
市(

実
質
の
な
い) 

Titularstadt

と
も
い
わ
れ
、
中
に
は
そ
の
称
号
さ
え
返
上
し
て
村
落
共
同 

体

L
a
n
d
g
e
m
e
i
n
d
e

とS

称
す
る
も
の
も
出
て
く
る
。

⑵

第

二

期(

千
八
百
七
十
一
年
丨
千
九
百
十
八
へ3-))

こ
の
時
期
に
ヴ
ヱ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
で
は
、
ル
ー
ル
大
工
業
の
影
響
で
、
 

従
来
の
独
立
行
政
地
域
都
市
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
以
外
に
、
ボ
ッ
フ
ム
外
十
一
一
都 

市
が
二
般
行
政
地
域
か
ら
独
立
し
て
独
立
行
政
地
域
都
市
と
な
っ
た
。
同
時 

に
ご
く
少
数
で
は
あ
る
が
、
新
し
く
村
落
か
ら
大
工
業
都
市
へ
と
上
昇
す
る 

も
の
も
現
れ
た
。

こ
の
時
期
の
都
市
は
次
の
五
種
類
に
区
分
さ
れ
る
。

S

千
八
百
五
十
六
年
の
都
市
条
例
.に
よ
る
独
立
行
政
地
域
都
市 

㈣

同
条
例
に
よ
る
一
般
行
政
地
域
所
属
都
市

七

六

(

七
〇
四)

H

千
八
百
五
十
六
年
の
村
落
共
同
体
条
例
に
よ
り
行
政
さ
れ
、
都
市
の
連 

.
合
選
挙
体
の
中
で
地
域
協
議
会
へ
の
選
挙
権
を
も
つ
集
落
。

㈡

同
条
例
に
よ
り
行
政
の
、
し
か
も
歴
史
的
理
由
か
ら
都
市
を
自
称
す

る

集
落

。.

.

砟
同
じ
く
歴
史
的
理
由一

か

ら

：Freiheit2rFlecken、
s
s
g
b
o
l
d
r

 

な
ど
と
自
称
す
る
集
落
。

⑶

第

三

期(

千
九
百
十
八
年
丨
千
九
百
五
十
ザ
一 

長
い
間
工
業
村
落
で
あ
っ
た
も
の
が
都
市
に
昇
格
し
た
の
で
、
新
都
市
の 

数
は
か
な
り
増
大
し
た
。

に
は
、，
若
干
の
村
落
の
合
併
で
都
市
と
な
っ
た 

も
の
も
あ
る
。

千
九
百
三
十
五
年
の
ド
ィ
ッ
共
同
体
条
例
は
、
都
市
を
次
の
よ
ぅ
に
規
定 

し
た
。

「

都
市
と
は
、
こ
の
称
号
を
以
前
か
ら
の
権
利
に
従

い

も

，
つ

て

い

る

共

同
 

体
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
共
同
体
は
、
歴
史
的
過
去
や
共
同
体
の
特
質 

又
は
重
要
性
に
基
く
他
の

称
号
を
も
、
も
ち
ぅ
る
。」

こ
の
規
定
に
莶
き
、
.こ 

れ
ま
で
の
都
市
と
村
落
の
間
に
存
在
し
た
行
政
制
度
上
の
区
別
が
な
く
な 

る
。
但
し
独
立
行
政
地
域
都
市
の
み
は
、

一
般
行
政
地
域
と
同
等
の
レ
ヴH 

ル
で
独
自
の
行
政
地
域
を
も
つ
。

か
く
し
て
村
落
共
同
体
の
中
に
は
、
大
村
落
、
工
業
村
落
、
古
い
最
小
都 

市

(

自
称
都
沛)

が
並
存
す
る
。

十

九

•
廿
世
紀
の
都
市
が
、
専
ら
行
政
の
必
要
に
規
{疋
さ

れ

た

の

で

.
は

あ
 

る
が
、
そ
れ
ま
で
の
八
世
紀
の
都
市
発
展
の
伝
統
も
決
し
て
完
全
に
消
滅
し

た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

.ハ
1

ゼ
は
、
こ
の
後
、
以
上
に
展
開
し
た
ヴH

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の

都
市
発 

生
の
段
階
規
定
が
、
隣
接
地
域
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
妥
当
す
る
か
ど
ぅ
か
を 

検
討
し
て
い
る
。

⑴

ニー

ダー

ザ
ク
セ
ン
西
部

こ
こ
で
は
、
大
ま
か
に
み
る
と
、
ヴH

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン

の
段
階
規
定
が
妥 

î
す
る
。

千
百
八
十
年
は
ハ
ィ
ン
リ
ツ
ヒ
獅
子
公
の
権
力
崩
壊
に
ょ
る
都
市
政
策
変
化 

の
年
と
し
て
、
こ
の
地
方
に
と
り

画
期
と
な
り
ぅ
る
。

さ
ら
に
そ
れ
か
ら
千
ニ 

百
四
十
年
ま
で
の
時
期
は
ヴH

丨
ザ
ー
河
の
交
通
を
利
用
し
て
の
商
工
業
を
蓝 

盤
と
し
て
中
都
市
が
発
生
し
て
い
る
。

そ
の
後
千
兰
百
五
十
年
迄
の
時
期
は
領 

邦
教
主
に
ょ
る
十
都
市
の
建
設
の
時
期
、
そ
の
後
千
五
百
一
一
十
年
迄
に
多
く
の 

半
都
市
が
発
也
す
る
。
そ
れ
か
ら
.千
六
百
四
十
八
年
の
間
に
は
、
都
市
は
殆
ど 

発
生
せ
ず
、
次
の
千
八
苗
三
年
迄
に
も
都
市
発
生
は
余
り
な
い
。
さ
ら
に
十
九 

v
fc
T
Tに
は
^『

し
力
発
生
せ
ず
千
九
百
十
八
年
ょ
り
の
最
新
の
時
期
に
多 

く
の
都
市
発
生
が
.み
ら
れ
る
。

個
別
的
に
は
千
二
百
九
十
年
と
千
六
百
四
十
八
年
の
画
期
が
こ
こ
で
は
必
要 

な
い
が
、
そ
の
他
の
菡
本
傾
向
は
ヴH

ス
ト
フ
ァ

ー
レ
ン
と
似
て
い
る
と
い
え

る
。
 

■
 

.

} 

、

(

31
、

(2
ヘ
ッ
セ
ン
北
部 

' 

こ
こ
で
は
、
ヴ
ヱ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
段
階
規
定
は
妥
当
し
な
い
。
ま
ず
千 

百
八
十
年
以
前
発
生
の
都
市
が
存
在
し
な
い
。
ま
た
次
の
千
二
百
四
十
年
迄
の 

時
朋
に
発
.生
の
諸
都
市
の
内
、
数
都
市
以
外
は
遠
隔
地
商
業
も
含
め
、
商
工
.操 

学

界

展

望

が
余
り
発
展
し
な
い
。
.と
い
う
の
も
こ
こ
で
は
領
郵
諸
侯
の
.都
市
建
設
が
、
ヴ 

H

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
よ
り

早
く
に
開
始
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
要
塞
小 

都
市
が
早
く
か
ら
多
い
。
こ
の
傾
向
は
千
二
百
年
代
、
千
三
百
年
代
に
も
続
ぎ 

半
都
市
は
殆
ど
発
生
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
千
三
百
五
十
年
丨
千
五

百
一
一 

十
年
の
時
期
に
も
、
都
市
発
生
は
少
く
、
そ
の
後
現
代
に
至
る
ま
で
新
し
い
都 

市
は
余
り
発
生
し
て
い
な
い
'

結
局
、
よ
り
古
い
自
生
都
市
、
建
設
型
商
工
業
都
市
が
比
較
的
少
く
、
こ
れ

と
並
行
し
て
早
く
か
ら
要
塞
小
都
市
が
火
盘
に
発
生
し
て
い
る
。

}

32)

(3
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト

.

こ
こ
で
も
ヴ

H

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の

段
階
規
定
は
妥
当
し
な
い
。

千
百
八
十

年
当
時
存
在
し
た
都
芾
に
は
、
ヶ
ル
ン
の
よ
う
な
司
教
都
市
と
同
時
に
，：

m

也
的

な
中
都
市
が
あ
る
ノ
但
し
計
画
的
都
市
建
設
は
、
そ
れ
以
後
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
時
期
区
分
は
無
意
味
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
千
二
百
四
十
年
迄
に
，か

ヵ
る
莉
^
^
設
は
少
な
ゝ
し
千
二
百
四
十
年
以
降
も
小
都
市
と
共
に
、
商
工

業
に
菡
く
中
都
市
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
時
期
を
要
塞
小
都
市
の

発
生
期
と
は
い
い
難
い
。
そ
の
後
千
二
百
九
十
年
か
ら
千
三
百
五
十
年
の
時
期

に
小
都
市
、
最
小
都
市
が
発
生
し
た
も
の
の
、
半
都
市
は
余
り
発
生
し
な
い
。

む
し
ろ
千
三
百
五
十
年
以
降
に
半
都
市
発
生
の
波
が
く
る
。
千
六
百
四
十
八
年

か
ら
千
八
百
三
年
迄
に
は
、
殆
ど
都
市
発
生
が
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
代
り
十
九

世
紀
に
は
ヴH

ス
ト
フ
ァ
ー
レ

ン
を
上
廻
る
形
で
都
市
が
発
生
し
、

十
九
世
紀

ヵ
ら
七
乳
紀
に
ヵ
け
て
多
く
.の
都
市
ガ
合
併
す
る
ヶ
ー
ス
が
多
く
な
る
。
そ
の

谈
千
九
百
十
八
年
か
ら
五
十
年
に
か
け
て
再
び
多
く
の
都
市
が
発
生
す
る
。

.
こ
こ
で
は
都
市
発
生
の
段
階
規
定
を
独
自
に
新
し
く
検
討
す
る
ベ
き
で
あ

七

七

(

七
〇
五)



ろ
う
。特
に
千
二
百
九
十
年
と
千
六
百
四
十
八
年
の
時
期
区
分
は
意
味
が
少
い
。

(4
ニ
ー
ダ
一
ラ
ン
デ(

オ
ラ
ン
ダ)

東
部

こ
こ
で
の
研
究
は
十
分
で
は
な
い
が
、
千
二
百
四
十
年
以
前
に
都
市
は
発 

生
せ
ず
、
そ
れ
以
後
千
二
百
九
十
年
迄
は
中
都
市
、

そ
れ
か
ら
千
五
百
二
十 

年
迄
は
、
十
五
へ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
都
市
が
発
生
し
た
。
又
そ
れ
以
降
の
都
市 

発
生
は
十
分
検
討
で
き
な
か
っ
た
。

か
く
し
て
ハ
ー
ゼ
は
、
千
百
八
十
年
以
前
に
は
、
都
市
類
型
普
及
の
範
間 

Stadtlandschaften

は
、
.ヴ
工
ス
ト
フ
ァー

レ
ソ
地
方
の
枠
よ
り
広
ハ

.も
の 

で
あ

.っ
た
が
、
中
世
後
期
に
は
、
よ
り
せ
ま
い
領
邦
国
家
が
枠
と
な
っ
て
都
市 

類
型
が
き
ま
っ
て
く
る
と
い
う
。
し
か
し
ヴ
ヱ
ス
ト
フ
ァー

レ
ン
は
、

ヘ
ッ
セ 

ン
、
ラ
ィ
ン
ラ
ン
ト
に
対
し
て
は
依
然
一
定
の
都
市
類
型
の
独
自
の
普
及
範
囲 

と
い
え
る
が
、
西
部
一1

丨
ダー

ザ
ク
セ
ン
と
は
、
む
し
ろ
共
通
性
が
多
い
。

個
々
の
都
市
に
つ
い
て
、
実
に
詳
細
に
そ
の
法
制
的
発
生
*
発
展
の
過
程
を 

追

永

し

そ

'れ
に

V̂

て
以
上
の
ヴ
31

ス
ト
フ

ァ
ー
レ
ン
地
方
に
お
け
る

都
市 

発
生
の
段
階
規
定
を
行
っ
た
ハー

ゼ
は
、
最
後
に
残
さ
れ
た
検
討
さ
る
べ
き

問 

題
点
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

⑴

都
市
発
生
と
都
市
の
定
住(

集
落)

形
態
の
関
速
の
追
求
。

い
い
か
え
れ 

ば
、
矩
住
形
態
の
研
究
か
ら
ど
の
程
度
そ
の
都
市
の
発
生
期
を
確
定
し
う
る
だ 

ろ
う
か
の
問
題
。

⑵

H 

•ア
ム
マ
ン
が
ス
ィ
ス
に
つ
い
.て
研
究
し
た
よ
う
に
、
都
市
発
生
期
の 

ッ
ン
フ
ト(

同
業
組
合)

や
手
工
業
の
種
類
と
数
を
研
究
し
、
比
較
し
、
も
つ 

て
中
世
後
期
の
都
市
の
経
済
横
造
を
知
る
こ
と
。

七

八

(

七
〇
六)

⑶

同
様
に
都
市
内
部
の
資
産
分
布
の
研
究
。
尤
も
小
都
市
、
最
小
都
市
に
コ 

い
て
は
十
分
な
史
料
が
あ
る
都
市
は
少
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
の
存
在
す
る
都is 

の
研
究
結
果
を
他
へ
類
推
し
う
石
だ
ろ
う
。

⑷

ま
た
都
市
の
元
来
の
経
済
構
造
や
都
市
実
現
の
諸
勢
力
の
目
的
を
解
明
す 

る
た
め
、
撕
市
発
生
時
期
と
都
市
化
の
際
存
在
の
都
市
所
属
の
全
耕
地
の
規
模 

の
比
較
も
興
味
深
い
も
の
と
な
ろ
う
。

2

最
後
に
市
参
琪
会
制
卩
陪
審
員
制
の
問
題
か
ら
、
さ
ら
に
都
市
の
行
政
機 

構
と
個
々
の
官
庁
の
地
域
的
推
移
を
追
跡
す
る
こ
と
。

.か
か
る
諸
問
題
は
、
い
ろ
い
ろ
好
き
な
よ
う
に
発
展
さ
せ
ら
れ
う
る
し
、
S
C 

れ
に
よ
り

個
々
の
地
方
か
ら
出
発
し
て
、
従
来
未
解
決
の
研
究
課
題
に
新
し
い 

視
点
が
う
ま
れ
る
。
そ
れ
は
ョ
ー
ロ
ッ
パ

の
都
市
史
の
枠
内
で
の
現
代
ま
で
の 

ド
ィ
ッ
都
市
史
全
体
に
も
新
し
い
光
を
投
げ
か
け
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
つ
て
、

ハ
ー
ゼ
は
こ
の
研
究
を
締
め
く
く

つ
て
い
る
。

.以
下
次
稿
に
お
い
て
、

ハ
ー
ゼ
の
段
階
規
定
を
め
ぐ
る
西
独
歴
史
学
界
の
論 

争
■を
紹
介
し
よ
う
。
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1

;

H
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i
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こ
れ
よ
り
先
に
次
の
論
文
に
お
い
て
、
す
で
に
半
都
市^

inderstadt

な
る
概 

念
を
使
用
し
都
市
発
生
の
歴
史
地
図
を
作
成
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
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f.

入
江
節
次
郎
著

『

帝

国

主

義

論

序

説』

飯

田

裕

康

レ
ーU

ン
の『

帝
国
主
義
論』

が
刊
行
さ
れ
て
五
〇
年
を
経
過
し
た
^

日
、
 

帝
国
主
義
論
が
新
た
々
実
践
的
課
題
へ
の
対
応
と
、
理
論
的
展
開
の
要
請
を
う 

け
て
い
る
こ
と
は
命
い
難
い
事
爽
で
あ
る
。
わ
が
国
に
■あ
っ
て
も
、
第
二
次
大 

戦
後
の
新
た
な
帝
国
主
義
的
体
制
の
两
編
に
直
面
し
て
、
こ
れ
ら
の
隱
に
は 

積
極
的
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
、
そ
の
成
果
も
決
し
て
小
さ
い
と
は
い
い
え
‘よ 

I

と
り
ゎ
け
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
、

レ
ー

ニ
ン
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
金 

融
矿
本
範
_

に
か
ん
し
て
は
、
歴
史
的
に
も
'

 

現
状
分
析
的
に
も
、
ま
た
細
論 

的
に
も
、
養
な
業
績
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
方
向
は
、
実
證

義

的 

色
彩
を
強
め
介
が
ら
も
益
々
さ
か
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
だ
が
、
レ
ー

ニ
ン
に 

よ
っ
て
提
汁
さ
れ
た
論
.点
の
深
さ
と
、
.広

範

さ

と

が

、

今

日

の

動

向

の

.な

ぃ

で 

十
/
刀
生
か
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
そ
の
こ
.と
は
、
レ
..丨11 .

『

帝
国
主
義
論』

で
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
S

世
紀
資
本
主
義
の
発
展 

鼠
向
へ
主
体
的
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
か
つ
帝
国
主
義
論
の
体
系
化
を
意
図 

書

評

し
た
と

い
う
点
の
現
段
階
的
な
諸
評
価
に
照
ら
し
て
も
あ
き
ら
か
な
と
こ
ろ
で 

あ
•る

レ
ー
ニ
ン
の

『

帝
国
主
義
論
ノ ー

ト』

技
、
こ
の
よ
う
な
レ

I 

ニ
ン
の 

意
図
を
如
実
に
わ
れ
わ
れ
に
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

今
日
の
帝
国
主
義
論
の
課
題
は
、
現
代
資
本
主
義
の
分
析
と
密
接
に
結
び
つ 

い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
金
融
資
本
の
存
在
態
様
や
、

資
本
虫
義
の
国 

際
的
_

速
の
探
究
と
い
っ
た
、
周
所
的
な
こ
と
で

つ

き

る

も

の

で

は
€-
^

な 

い
。
そ
れ
は
、
現
代
資
本
主
義
の
全
運
動
を
規
定
す
る
基
礎
範
_
の
確
定
と
、
 

そ
の
展
開
と
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
、

一
個
の
体
系
的
研
究
で
な
け
れ
ば
な

ら

な
 

I

こ
の
方
向
を
確
立
す
る
う
え
か
ら
も
、
レ
ー
ニ
ン
の

『

帝
国
主
義
%
t

 

今
日
更
め
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
#

は
上
記
の
よ
う
な
課
題
に
積
極
的
に
と
り
く
み
、

過
去
の
諸
研
究
動
向 

の
厳
し
い

批
判
的
検
射
と
、

著
者
の
実
証
的
分
析
の
う
え
に
立
脚
し
て

な
っ
た 

書
物
で
あ
る
。
著
者
は
単
に
、
既
存
の
研
究
の
短
を
補
う
だ
け
で
は

k
く
、
帝 

国
主
義
論
の
素
材
対
象
、
方
法
及
び
体
系
と
い
う
、
お
よ
そ
科
学
的
な
研
究
こ 

と

っ
て
不
可
欠
な
領
域
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
問
題
提
起
を
こ
こ
ろ
み
ら
れ
て 

い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
著
者
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
紹
介
し
、

そ
れ
こ 

つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
こ
こ
ろ
み

.て
み
た
い
。

ニ

I

序
説
で
は
帝
国
主
義
論
の
二
つ
の
代
表
的
タ
ィ
プ
を
と
り
あ
げ
、

批
判
さ 

れ
る
。

一

つ
は
、『

資
本
論j

と

『

帝
®

主
義
論』

と
を
直
結
す
る

体
系
だ
と
す 

る
.見
解
、
他
は
、
帝
国
主
義
論
を『

資
本
論』

■と

切
り
離
し
て
、
塑
態
論
的
、
 

類
型
的

.に
展
開
し
よ
う
と
す

‘る
も
；の
で

.あ
る
。
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